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１．研究の背景と目的 

１．１ 研究の背景 

 近年、都市において生物群集保全に対する機運が

高まっており、各地で市民協働の生き物調査が行わ

れるなど、地域の生物を評価することが注目されて

いる。また、社会的な変化に応じ、法制面も自然環

境および生物に配慮した形へと変化しつつある。 

しかし、市民協働の生き物調査は指標種に着目し

た評価が主流であり、生物群集全体に着目した市民

向けの評価方法は開発途上である。さらに法制面に

おいても、環境の改変に関わる法規であるにも関わ

らず、未だ環境面への配慮が不足している法規も多

いという課題がある。 

１．２ 研究の目的 

 本研究では、１）生物多様性の評価に関する社会

的・法的背景から意義や課題を整理し、課題解決に

向けた方策の検討や今後の生物多様性の評価につい

て考察を行った上で、２）市民調査で使用すること

ができる、都市域における河川の源流～上流部の簡

易な生物群集評価手法を開発することを目的とした。 
１．３ 本研究の着眼点 
本研究では「生物多様性」が存在することが望ま

しい状態であるという前提に立ち、生物の豊かさを

把握するために、個々の種に着目するだけではなく、

地域の生物のつながりが健全に保たれていることが

重要であるという視点で研究を行った。 
１．４ 既往研究 
（１）法制面における既往研究 

本研究では、河川法などの諸法律が自然に配慮し 
て改正されてきた法制面の動向に着目し、開発法お 
よび自然保護法が環境に配慮した形に改正されると 

 

 

 

 

いう現象を「諸法のグリーン化」と名づけた。 
諸法のグリーン化に資する考え方としては「開発

法のグリーン化１）」、「環境法家族論２）」および「諸

法の環境法化３）」が挙げられるが、いずれも開発法

または土地の利用に関わる法律に限定しているとい

う課題があるため、開発法以外の自然に配慮した法

改正について私見を提示した。 

（２）食物連鎖に関する既往研究 

既往研究では、海洋、湖沼、渓流といった環境で

食物連鎖図が作成されてきた。本研究では対象であ

る都市域の河川に応じた食物連鎖図を作成していく。 

（３）河川の水質評価に関する研究 

河川の水質を測る手法である、BOD による汚濁度

判定や生物学的水質判定４）はいずれも一長一短があ

り、近年の自治体では複合的に使用されている。 

（４）生物多様性および生物群集の多様性の評価に

関する既往研究 

水域の生物の豊かさを評価する手法に関する既往

研究として、指標種に着目した手法や物理化学的側

面に着目した手法、生態系間の炭素や窒素などの元

素に着目した手法などが研究されているが、いずれ

も「生物群集全体を評価することができ、かつ市民 

調査で用いる」という面では課題がある。一方、陸

域では生態系・生物群集を市民調査レベルで評価す

る手法として「食物連鎖箱法５）」および「生態系健

全度簡易評価法６）」が開発されてきたが、河川の生

物群集を対象にした手法は開発途上にある。 
 よって本研究では、これまで開発に至っていなか 
った、市民調査レベルで使用することができる都市 
域の河川（水域）の生物群集評価法の開発を試みた。 
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２．生物群集保全および生物群集評価の社会的・法

的な位置づけの変遷 

２．１ 都市域の生物群集保全に関する位置づけの

変遷 

 高度経済成長期、都市域では多くの自然が失われ

ており、都市住民の中には生物群集保全の認識が生

まれつつあった。 

 例えば横浜市では政策立案の端緒として、1986 年

から 5年計画で「横浜市陸域の生物相・生態系調査」

を実施したほか、市民協働に関する検討会が行われ

ている。市民協働の仕組みづくりのポイントのひと

つとしては、「生物多様性や健全な生態系を簡易的な

手法により評価し、『水と緑の基本計画』における流

域評価指標と連携させていること」が挙げられ、市

民協働による簡易な評価手法として生態系健全度簡

易評価法が提案された。ただし、当時は市民協働を

前提とした水域の生物群集評価手法が開発されるに

は至らなかった。 

２．２ 都市域の河川の社会的・法的な位置づけの

変遷 

 河川法は制定以来長らく治水・利水を目的に運用

されてきたが、1997 年の改正河川法では、河川管理

の目的に環境に対する配慮が規定され、人間の福利

だけではなく水生動植物の生息・生育も目的として

加えられた。水質汚濁法については、現在までその

法目的を「人間の健康」のためとしているが、河川

生物による水質判定は、直接生物多様性の確保には

結びつかないものの、汚濁の度合いによって生息す

る生物が変わることを示し、水質保全への機運を高

めたといえる。 

 近年の河川法改正および多自然型河川普及へのき

っかけとなったのは、1973 年の長良川河口堰建設差

止め訴訟をはじめとする長良川河口堰工事に対する

住民および関係者の反対運動であった７）。 

同訴訟は、市民が治水・利水のほか自然生態系へ

の関心を強く持っていることを明らかにしたほか、

釣り人やアウトドア愛好者からも河川環境・アメニ

ティといった親水の考えが発現したといえる。 

 長良川河口堰問題と同時期の 1989 年には、スイス、

ドイツで行なわれ始めていた河川環境を保護・保

全・改良する建設工法が我が国に紹介された８）。そ

の後、建設省（当時）河川局は、1990 年 11 月に「多

自然型川づくり実施要領」を通達し、さらに 2006

年 10 月に要領を再検討した「多自然川作り基本指針」

を示した。新たな指針となった「多自然川づくり」

では、多自然工法の結果、従来河川に生息していた

生物の生息に適した空間となっているよう配慮する

ことが求められており、多自然川づくり実施後に豊

かな生物群集が築かれているのか把握するために、

生物群集の評価が必要となると考えられる。 

２．３ 生物群集評価に関する社会的・法的な位置

づけの変遷 

生物群集保全を実施するために必要とされる方策

は、第一に生物群集の現状を把握することであり、

第二にその結果を踏まえて生物群集の評価を行うこ

とが求められる。そこで、調査結果を踏まえた評価

の社会的な試み・実践が行われている。 

 例えば、指標種に着目した評価としては「植生自

然度による評価９）」および「土壌動物による自然の

豊かさ評価 10）」が、生物群集と食物連鎖に着目した

評価としては「食物連鎖箱法」や「生態系健全度簡

易評価法」が挙げられる。 

 法的な流れの中で大きな変化は、1997 年の環境影

響評価法制定である。同法の制定後、環境庁（当時）

は検討委員会を設けて生態系についての評価法の検

討を行った 11）。この検討では生態系評価の困難さが

浮き彫りとなったが、様々な視点から評価を試み、

生態系および生物群集の全体像を明らかにすること

が必要だと考えられる。 

２．４諸法のグリーン化に向けた諸法律改正の動向 

先の河川法の例に見るように、近年開発に係わる

法を環境に配慮した形へ改正する動きがみられる。

そこで、筆者はこのような法改正を「諸法のグリー

ン化」と名付けた。 

諸法のグリーン化の特色は、既往の論法が対象と

していた開発法だけではなく、自然保護法に関して

もグリーン化の対象に含めたことにある。 

自然保護法については形式的には生物多様性基本

法の傘下におかれているにもかかわらず、実質的に

生物多様性基本法の趣旨に沿って運用されていない

法も見受けられることから、これらもグリーン化の

対象とすることが望ましいと考える。筆者は法を「人
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間社会と自然との関係を規律する法律」と「人間社

会の内部の関係を規律する法律」とで区別し、「前者

に関しては、第一次的には、人間も生態学的共同体

の一員にすぎないという認識をもって立法すべきで

ある」という考え 12）に基づくのが望ましいと考える。

そして、「人間社会と自然との関係を規律する法律」

においては「生物多様性条約―生物多様性基本法―

生物多様性国家戦略―各種の自然保護・開発法」と

いうアンブレラ型の法システムの下で生物多様性へ

の配慮が進展すると考察した。 

 このような法体系の確立は自然を権利の客体では

なく人間と同じく主体とみなし、人間の権利のみを

主張することのないように配慮される。結果的に土

地所有者や周辺住民に不利益が生ずることが考えら

れるため、その土地の生態系を正しく評価し、生態

系サービス 13）に換算する仕組み作りが求められて

いると考えられることから、本研究で開発する評価

法がその一助となることを期待したい。 

３．魚類・底生生物に着目した都市域の河川の生物

群集の簡易な多様性評価 

３．１ 手法開発の意義 

 生物多様性保全に関する社会的・法的変遷から、

生物群集評価に対するニーズが明らかとなった。 

そこで、第３章では NPO 団体などの市民が自治体

とともに、生物に関する評価を行なうことができる

よう、市民調査レベルで使用することができ、かつ

高度な理化学的知識によらない手法の開発を試みた。 

本手法は「食物連鎖箱法」の考えを本研究に取り

込み、同一の食物要求を持つ種をギルド 14）にまとめ、

ギルド間の食物連鎖関係の複雑さを生物群集の複雑

さと捉えることで、生物群集の豊かさを評価するこ

とを試みた。 

３．２ 研究の方法および研究対象地 

本研究はケーススタディとして横浜市を対象とし

ており、生物相のデータは横浜市の生物相調査報告

書『横浜の川と海の生物』の 5 報（1989 年）～10

報（2003 年）および 13 報（2012 年）を用いている。 

 本研究の評価手法は都市域の河川の源流域から上

流域を対象とした。そこで、横浜市の主要河川のう

ち、鶴見川、帷子川、大岡川、境川の源流～上流域 

の 12 地点でケーススタディを行っている（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 調査地点図 

３．３ 対象生物 

食物連鎖とは本来、陸域から水域まで多種多様な

生物が織りなす関係である。しかし、その全体像の

評価は困難であることから、本研究では水域のうち

水中の魚類と底生生物に絞って評価法を開発した。 

また、本研究は都市域の河川の源流から上流域を

対象としているため、横浜市内に出現する魚類・底

生生物のうち純淡水に生息する種とした。 

３．４ ギルドの分類  

 本研究では食物連鎖に着目しているため、まず魚

類と底生生物を食性ごとにギルドに分類した。 

魚類の食性は研究者や研究対象地により分類が異

なるため、モデルとした横浜市内河川の生物の食性

に合わせ、表１「本研究」欄のように再分類を行っ

た 15）。また、底生生物についても摂食する餌ごとに

分け、表２の通り再分類を行った 16）。 

３．５ ギルド内の生物の分類 

次に、研究対象地である横浜市内の河川の生物を

表１・表２のギルドの中に分類し、さらに魚類、底

生生物ともに目分類で分けた（表３）。 

ギルド内の目ごとの分類を、本研究では「小ギル

ド」と呼ぶこととする。 

３．６ ギルド間の食物連鎖図作成 

 表１・表２のギルドがそれぞれどのような食物連

鎖関係になっているかを模式図化し、階層分けした 

東京湾 

相模湾 

のが図２である。図は魚類の捕食関係が多いため、

結果的に魚類の階層は矢印が多くなるという構造的

な仕組みとなっている。 

表１ 魚類の食性分類 

 

表２ 底生生物の食性分類 

 

 

表３ 魚類・底生生物のギルドごとの目分類 

 

３．７ 食物連鎖数算出方法 

評価方法については、食物連鎖指標 17)の考え方を

参考にしている。 

本研究では食物連鎖指標の「矢印の数を加算する」

という考えを基に、研究対象とした魚類と底生生物

のギルド間の捕食関係を矢印で表し、本数を加算す

る手法をケーススタディとして試みた。本数が多い

ほど、食物連鎖が複雑、つまり豊かな生物群集であ

るといえる。これらを地点ごと、調査年度ごとに比

較し、相対評価を行う。 

上記の手法にて、ケーススタディ地点 12 か所の 5

～10 報のいずれも夏の観測結果から食物連鎖数を

算出した（表４）。 

３．８ ケーススタディでの評価結果と考察 

（１）河川ごとの食物連鎖数の結果と考察 

①鶴見川（T6、T9） 

T6 はアメニティ保全がなされる一方、川岸・水際

の草本類が少なく、陸上からの食物供給が不足して

いるのではないかと考えられる。また、T9 について

は、河川改修による環境の変化が生物群集および食

物連鎖数に影響を及ぼしたと推察される。 

②帷子川（K1、K2） 

K1と K2を比較するとK1地点の方が食物連鎖数が

多い傾向にある。これについて、K1 では瀬・淵・洲 

が確認され、一方 K2 は瀬のみで洲は確認されてい 

 

図２ 食物連鎖模式図 

 

表４ 調査地点の食物連鎖数 

 

 

 

 

捕食対象 井上（2013）
Brönmark・Hansson

(2007）
本研究

魚類 魚食者 魚食性 Ａ魚食魚

底生生物など動物性 無脊椎動物食者
動物食性

（ベントス食性）

動物性と植物性の双方 雑食者

デトリタス デトリタス食者 デトリタス食性 Ｃデトリタス食性

植物性 藻類食者 植食性（藻食性） Ｄ藻類・水草食性

プランクトン プランクトン食者 プランクトン食性

※表１と表２のA-a,C-c,D-dは対応している。

Ｂベントス食

・雑食魚

捕食対象 摂食方法 加賀谷（2013） 横浜市報告書 本研究

飲み込む

吸汁する

プレデター

（捕食者）

寄生する
パラサイト

（寄生者）

デトリタス
水中や河床の微

生物を収集する

コレクター

（収集食者）

拾集採集食者・

ろ過採集食者

cデトリタス

食性底生生物

死んだ植物 噛み砕いて食す
b落葉食性

底生生物

噛み砕いて食す

細胞液を吸う
ピアサー

（吸汁食者）

付着藻類などを

摘み取る

グレイザー

（剥取食者）
刈取食者

生きた動物 捕食者
a肉食性

底生生物

シュレッダー

（破砕食者）
破砕食者

生きた植物
d藻類・水草

食性底生生物

A：魚食魚 Ｂ：ベントス食・雑食魚 Ｃ：デトリタス食性魚 Ｄ：藻類・水草食性魚

①ナマズ目
ギバチ
ナマズ

①ヤツメウナギ目
スナヤツメ

①サケ目
アユ

②ダツ目
メダカ
③スズキ目
ヨシノボリ属
スミウキゴリなど

ａ：肉食性底生生物 b：落葉食性底生生物
c：デトリタス食性底生
生物

ｄ：藻類・水草食性底
生生物

①エビ目（サワガニ
科・テナガエビ科・アメ
リカザリガニ科等）

①カワゲラ目（オナシカ
ワゲラ科等）

①エビ目（ヌカエビ科
等）

①カゲロウ目（コカゲ
ロウ科等）

②トンボ目
②トビケラ目（カクツツト
ビケラ科等）

②カゲロウ目（マダラ
カゲロウ科等）

②トビケラ目（コエグリ
トビケラ科等）

③コウチュウ目（ゲン
ゴロウ科・ガムシ科・
ホタル科）

③ワラジムシ目（ミズ
ムシ科等）

③トビケラ目（シマトビ
ケラ科等）

③原始紐舌目（タニシ
科等）

④吻蛭目（ハバヒロビ
ル・ヌマビル等）

④ハエ目（ユスリカ科
等）

④盤足目（カワニナ科
等）

⑤無吻蛭目（イシビル
等）

⑤イトミミズ目
⑤基眼目（カワコザラ
ガイ科・モノアラガイ科
等）

⑥カメムシ目 ⑥ヨコエビ目
⑥コウチュウ目（ヒラタ
ドロムシ科・ヒメドロム
シ科等）

⑦カワゲラ目（カワゲラ
科等）

⑦マルスダレガイ 目
（マメシジミ科等）

⑧ヘビトンボ目

⑨アミメカゲロウ目

⑩三岐腸目（ウズム
シ等）
⑪トビケラ目（ナガレト
ビケラ科等）

①コイ目
アブラハヤ
ウグイ
オイカワ
カマツカ
コイ属
タモロコ
フナ属
モツゴ
ドジョウ
シマドジョウ
ホトケドジョウなど

T6 T9 K1 K2 O1 O1-1 O2 O5 S5 S7 S11 S11-1

5報（1989年） 13 11 16 19 72 18 6 45 35 41 48

6報（1992年） 20 29 30 16 80 36 19 21 35 31 56 43

7報（1995年） 70 25 18 31 33 79 29 30 16 51 71 28

8報（1998年） 33 40 35 13 70 43 54 19 15 51 89 54

9報（2001年） 60 40 40 36 112 55 29 35 24 66 57 70

10報（2003年） 44 24 60 24 110 73 80 40 15 70 85 85
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のが図２である。図は魚類の捕食関係が多いため、

結果的に魚類の階層は矢印が多くなるという構造的

な仕組みとなっている。 

表１ 魚類の食性分類 

 

表２ 底生生物の食性分類 

 

 

表３ 魚類・底生生物のギルドごとの目分類 

 

３．７ 食物連鎖数算出方法 

評価方法については、食物連鎖指標 17)の考え方を

参考にしている。 

本研究では食物連鎖指標の「矢印の数を加算する」

という考えを基に、研究対象とした魚類と底生生物

のギルド間の捕食関係を矢印で表し、本数を加算す

る手法をケーススタディとして試みた。本数が多い

ほど、食物連鎖が複雑、つまり豊かな生物群集であ

るといえる。これらを地点ごと、調査年度ごとに比

較し、相対評価を行う。 

上記の手法にて、ケーススタディ地点 12 か所の 5

～10 報のいずれも夏の観測結果から食物連鎖数を

算出した（表４）。 

３．８ ケーススタディでの評価結果と考察 

（１）河川ごとの食物連鎖数の結果と考察 

①鶴見川（T6、T9） 

T6 はアメニティ保全がなされる一方、川岸・水際

の草本類が少なく、陸上からの食物供給が不足して

いるのではないかと考えられる。また、T9 について

は、河川改修による環境の変化が生物群集および食

物連鎖数に影響を及ぼしたと推察される。 

②帷子川（K1、K2） 

K1と K2を比較するとK1地点の方が食物連鎖数が

多い傾向にある。これについて、K1 では瀬・淵・洲 

が確認され、一方 K2 は瀬のみで洲は確認されてい 

 

図２ 食物連鎖模式図 

 

表４ 調査地点の食物連鎖数 

 

 

 

 

捕食対象 井上（2013）
Brönmark・Hansson

(2007）
本研究

魚類 魚食者 魚食性 Ａ魚食魚

底生生物など動物性 無脊椎動物食者
動物食性

（ベントス食性）

動物性と植物性の双方 雑食者

デトリタス デトリタス食者 デトリタス食性 Ｃデトリタス食性

植物性 藻類食者 植食性（藻食性） Ｄ藻類・水草食性

プランクトン プランクトン食者 プランクトン食性

※表１と表２のA-a,C-c,D-dは対応している。

Ｂベントス食

・雑食魚

捕食対象 摂食方法 加賀谷（2013） 横浜市報告書 本研究

飲み込む

吸汁する

プレデター

（捕食者）

寄生する
パラサイト

（寄生者）

デトリタス
水中や河床の微

生物を収集する

コレクター

（収集食者）

拾集採集食者・

ろ過採集食者

cデトリタス

食性底生生物

死んだ植物 噛み砕いて食す
b落葉食性

底生生物

噛み砕いて食す

細胞液を吸う
ピアサー

（吸汁食者）

付着藻類などを

摘み取る

グレイザー

（剥取食者）
刈取食者

生きた動物 捕食者
a肉食性

底生生物

シュレッダー

（破砕食者）
破砕食者

生きた植物
d藻類・水草

食性底生生物

A：魚食魚 Ｂ：ベントス食・雑食魚 Ｃ：デトリタス食性魚 Ｄ：藻類・水草食性魚

①ナマズ目
ギバチ
ナマズ

①ヤツメウナギ目
スナヤツメ

①サケ目
アユ

②ダツ目
メダカ
③スズキ目
ヨシノボリ属
スミウキゴリなど

ａ：肉食性底生生物 b：落葉食性底生生物
c：デトリタス食性底生
生物

ｄ：藻類・水草食性底
生生物

①エビ目（サワガニ
科・テナガエビ科・アメ
リカザリガニ科等）

①カワゲラ目（オナシカ
ワゲラ科等）

①エビ目（ヌカエビ科
等）

①カゲロウ目（コカゲ
ロウ科等）

②トンボ目
②トビケラ目（カクツツト
ビケラ科等）

②カゲロウ目（マダラ
カゲロウ科等）

②トビケラ目（コエグリ
トビケラ科等）

③コウチュウ目（ゲン
ゴロウ科・ガムシ科・
ホタル科）

③ワラジムシ目（ミズ
ムシ科等）

③トビケラ目（シマトビ
ケラ科等）

③原始紐舌目（タニシ
科等）

④吻蛭目（ハバヒロビ
ル・ヌマビル等）

④ハエ目（ユスリカ科
等）

④盤足目（カワニナ科
等）

⑤無吻蛭目（イシビル
等）

⑤イトミミズ目
⑤基眼目（カワコザラ
ガイ科・モノアラガイ科
等）

⑥カメムシ目 ⑥ヨコエビ目
⑥コウチュウ目（ヒラタ
ドロムシ科・ヒメドロム
シ科等）

⑦カワゲラ目（カワゲラ
科等）

⑦マルスダレガイ 目
（マメシジミ科等）

⑧ヘビトンボ目

⑨アミメカゲロウ目

⑩三岐腸目（ウズム
シ等）
⑪トビケラ目（ナガレト
ビケラ科等）

①コイ目
アブラハヤ
ウグイ
オイカワ
カマツカ
コイ属
タモロコ
フナ属
モツゴ
ドジョウ
シマドジョウ
ホトケドジョウなど

T6 T9 K1 K2 O1 O1-1 O2 O5 S5 S7 S11 S11-1

5報（1989年） 13 11 16 19 72 18 6 45 35 41 48

6報（1992年） 20 29 30 16 80 36 19 21 35 31 56 43

7報（1995年） 70 25 18 31 33 79 29 30 16 51 71 28

8報（1998年） 33 40 35 13 70 43 54 19 15 51 89 54

9報（2001年） 60 40 40 36 112 55 29 35 24 66 57 70

10報（2003年） 44 24 60 24 110 73 80 40 15 70 85 85
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ないことから河川形態が食物連鎖の豊かさに影響を

与えていると示唆された。 

③大岡川（O1、O1-1、O2、O5） 

O1 と O1-1 は落葉など森林からの食料資源や生息

場所の供給が豊富であり、河川も自然状態に近いこ

とから食物連鎖の数が多いと考えられる。02 と O5

については周囲には小規模の竹林や木立も隣接して

おり、人の生活圏にありながら食料供給が比較的豊

かといえる。 

④境川（S5、S7、S11、S11-1） 

S5 については両岸コンクリ―ト作りであり、周辺

に自然環境が少ないため生物の生息環境としては不

十分と考えられる。一方食物連鎖の関係が多い結果

となった他の３地点では小川アメニティなどの取り

組みがなされており、護岸形態や底質において自然

に配慮された形となっている。前述のことから、生

物群集の多様性には河川の状態に加え、周辺環境の

良好さも大きく影響していると考えられる。 

（２）周辺環境と食物連鎖数の比較と考察 

筆者が現地調査をして得た周辺環境の情報（表５）

と、最新の 13 報の結果から食物連鎖の豊かさと周辺

環境の特色に関する比較考察を行なう。 

表の通り、地点別にみると T9、O1、S7 で 100 以上

の高い数値となった。これらの地点は河川のアメニ

ティ整備がなされている、または周囲に森や林があ

るなど周辺環境が良好であるという傾向が見られた。

それ以外では河川周囲に水生植物などが少ない地点

やゴミが落ちているなど人間活動の影響が見られる

地点、陸上からの落葉の供給などが少ない地点で比

較的数値が低くなっている。 

（３）護岸と食物連鎖数の比較と考察 

算出した食物連鎖の多さと、河川の護岸形態や底 

質についての関係を S11-1 地点の経年変化で比較し 
 

 

 

 

 

 

 

 

た。その結果、水質が安定して良好であるにも関わ

らず、底質や護岸の変化により食物連鎖数が変わる

ことが明らかとなった（表６）。 

 S11-1 地点では護岸形態が岩盤に変化すること

によって起こる事象（藻類は比較的安定的に繁茂

する）が本評価の結果と一致しており、本評価手

法はある程度の妥当性を有すると考察される。 

（４）各地点の BOD と食物連鎖数の比較と考察 

 さらに、各地点の 5 報～10 報の食物連鎖数と同

報告書の BOD の値を比較したところ、表７のとおり

３地点（O2、S5、S7）で負の相関が認められたが、

残り９地点では正の相関または相関なしという結果

となった。 

この結果から BOD の算出のみでは生物群集の豊か

さを量ることが困難であることが示唆される。しか

し良好な水質の回復・維持という視点からは水質評

価は重要であり、従来の BOD や生物指標による水質

評価に加えて生物群集の豊かさを評価していく余地

があると考える。 

３．９ 本評価手法の活用に関するヒアリング結果 

と今後の課題 

本研究を市民調査に役立てるため、2016 年 3 月 20

日、栃木県佐野市秋山川での底生生物の生物相調査

の際に、調査者１名に本研究の評価手法を使用して

いただき、結果についてヒアリングを行った。 

 その結果、おおむね使いやすいとの回答を得ら

れたが、今後は小ギルドへ分類を改良することや、

使用者のレベルに応じたシート作成が必要であるこ

とが明らかとなった。同時にヒアリングする対象者 

を広げ、サンプル数を増やすことも必要である。ま

た、今回は調査地１ヶ所のみでの評価であり、本来

の相対評価とは異なるため、今後地点ごと、調査年

度ごとの相対評価を行うことも課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５ 河川環境調査概要 
水系

調査ポイント T6 T9 K1 K2 O1 O1-1 O2 O5 S5 S7 S11 S11-1

調査日 2012/12/5 2013/11/24 2015/3/8 2015/3/8 2015/3/6 2015/3/6 2015/3/6 2015/3/6 2015/3/4 2015/3/6 2015/3/4 2015/3/4

人の立ち入り 少ない 少ない 不可 不可 少ない 少ない 不可 不可 不可 不可 少ない 少ない

周辺環境

（住宅）
なし 少ない 少ないがあり

墓地関連の施

設が隣接
なし なし あり

あり（大きな道

路もあり）
あり

あり（隣接・密集

していない）
裏手に数軒あり なし

周辺環境
（自然）

水田（乾田）
新治市民の
森

マテバシイ、ト
ウネズミモチの

巨木

畑

ヒノキ植林・雑

木林・リョウメン
シダ・イノデ

氷取沢市民の
森

スギ植林・雑木

林・リョウメンシ
ダ・イノデ

氷取沢市民の
森

小規模な竹林、
木立あり

小さな竹林と樹
木

少ない
近くに竹林と雑
木林あり

木立（12mくらい

の杉植林）、
ジャゴケ、マツ

ブサ

瀬上市民の森

その他

山田谷戸の
一部であり、

寺家ふるさと
村として保全

梅田川小川
アメニティと

して整備され
ている

近郊緑地特別

保全地区

近郊緑地特別

保全地区

ゴミが落ちてい

る

ヤブソテツ・イノ

モトソウが着生

ゴミが落ちてい

る

食物連鎖数
(13報)

60 104 81 48 109 84 81 70 42 117 71 81

鶴見川 帷子川 大岡川 境川
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表６ S11-1 地点の環境要素 

 

 

表７ 各地点の食物連鎖数と BOD の相関係数 

 

４．総括 

本研究を通して、生態系および生物群集の評価法 

は様々な視点から研究されてきたが、市民調査向け

としての生物群集評価法の確立には至っていないと

いうことが明らかとなった。また、かつては人間の

健康を中心に考えられてきた環境が、人間の健康に

加えて生物群集保全のためという流れにもシフトし

ていることから、社会的・法的にも生物多様性保全

の位置づけが変遷しており、生物多様性および生物

群集の評価法が求められているといえる。 

本研究の活用の想定としては、河川改修を行った

現場で継続的な評価を行い、河川施策の策定や見直

しを行うほか、市民が理想の河川を話し合う際の共

通のものさしとして利用することが考えられる。一

方で、今後は水鳥や陸域の生物も含めた評価法の開

発等が課題である。また、使用者へのヒアリングを

重ね、改良を続けていくことも必要である。 

本研究を通して、生物多様性は様々な面から評価

することが重要であると示唆された。よって本手法

は数多くある生物に関する評価手法のひとつの試み

と考える。 
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BOD
食物

連鎖
護岸形態 底質

７報（1995年） 0.4 28 土 砂・レキ・岩盤

８報（1998年） 0.8 54 土・コンクリ 砂・レキ・岩盤

９報（2001年） 0.3 63 石積・土 砂・岩盤

10報（2003年） 0.3 85 石積・岩盤 レキ・岩盤

地点No 相関係数

T6 0.40

T9 0.51

K1 -0.27

K2 0.20

O1 0.74

O1-1 -0.45

O2 -0.96

O5 0.24

S5 -0.54

S7 -0.52

S11 -0.21

S11-1 -0.33


